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町
で
は
、
公
平
で
適
正
な
課
税
を
行

う
た
め
に
、
定
期
的
に
町
内
を
巡
回
す

る
ほ
か
、
家
屋
表
題
登
記
、
建
築
確
認

申
請
、
航
空
写
真
を
利
用
し
、
新
増
築

や
滅
失
さ
れ
た
家
屋
を
調
査
し
て
い
ま
す
。

【
家
屋
が
新
増
築
さ
れ
て
い
る
場
合
】

課
税
対
象
と
な
る
場
合
は
、
家
屋
調

査
を
お
願
い
す
る
通
知
を
送
付
し
ま
す
。

な
お
、
現
況
が
確
認
で
き
な
い
場
合

は
直
接
訪
問
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
家
屋
が
滅
失
さ
れ
て
い
る
場
合
】

調
査
に
よ
り
家
屋
の
滅
失
を
確
認
し

た
場
合
、
原
則
、
滅
失
を
確
認
し
た
翌

年
度
の
課
税
台
帳
か
ら
削
除
し
ま
す
。

な
お
、
家
屋
を
取
り
壊
し
た
こ
と
が
確

認
で
き
る
滅
失
証
明
書
等
が
あ
る
場
合

は
、
取
り
壊
し
た
翌
年
度
の
課
税
台
帳

か
ら
削
除
し
ま
す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

〈
住
民
の
皆
さ
ん
へ
の
お
願
い
〉

固
定
資
産
税
納
税
通
知
書
の
内
容
と

家
屋
の
現
状
に
相
違
等
が
あ
る
場
合
は

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
過
年
度
に
建
築
さ
れ
た
家
屋

は
、
原
則
、
令
和
４
年
度
の
調
査
分
か

ら
最
大
５
年
間
分
さ
か
の
ぼ
っ
て
課
税

と
な
り
ま
す
。

▼
問
合
せ　

税
務
課
資
産
税
家
屋
係

☎
72 

６
９
０
５

令
和
３
年
中
に
家
屋
を
新
築
、
増
築

ま
た
は
改
築
に
よ
り
取
得
し
た
方
に
、

７
月
８
日
付
け
で
「
不
動
産
取
得
税
納

税
通
知
書
」
を
送
付
し
ま
す
。
納
税
通

知
書
に
記
載
の
金
融
機
関
の
窓
口
な
ど

で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
納
付
期
限　

７
月
29
日
㈮

▼
問
合
せ　

栃
木
県
大
田
原
県
税
事
務

所
課
税
課
不
動
産
取
得
税
担
当

☎
０
２
８
７
‐
23
‐
４
１
７
２

県
で
は
県
産
木
材
を
利
用
し
た
住
宅

の
建
設
を
支
援
し
て
い
ま
す
。

▼
対
象
と
な
る
住
宅

　

県
産
出
材
を
一
定
量
以
上
使
用
し
て

新
築
・
増
改
築
を
行
う
住
宅

▼
補
助
金
額　

・
新　

築　

５
〜
40
万
円
（
伝
統
工
芸

品
等
使
用
で
上
乗
せ
補
助
あ
り
）

・
増
改
築　

５
〜
15
万
円

※
県
産
出
材
の
使
用
量
に
応
じ
て
金
額

が
変
わ
り
ま
す
。

※
補
助
金
交
付
に
は
条
件
が
あ
り
ま
す
。

▼
問
合
せ　

栃
木
県
林
業
木
材
産
業
課

☎
０
２
８
‐
６
２
３
‐
３
２
７
７

中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
交
付
金
制

度
は
、
中
山
間
地
域
等
（
芦
野
・
伊
王

野
・
那
須
）
の
農
業
生
産
活
動
や
多
面

的
機
能
（
水
源
の
か
ん
養
・
土
砂
崩
落

防
止
な
ど
）
の
確
保
を
目
的
に
、
一
定

条
件
を
満
た
し
た
農
用
地
に
交
付
金
を

支
払
い
、
耕
作
放
棄
等
の
発
生
の
防
止

を
す
る
も
の
で
す
。

令
和
３
年
度
の
交
付
金
支
払
い
状
況

は
左
表
の
と
お
り
で
す
。

▼
問
合
せ　

農
林
振
興
課
農
政
係

☎
72 

６
９
１
１

ク
ロ
ス
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
と
は
、
水
道

管
（
給
水
装
置
）
と
そ
の
他
の
目
的
の

管
が
直
接
連
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
い

い
ま
す
。
ま
た
、
水
道
水
と
井
戸
水
等

を
必
要
に
応
じ
て
バ
ル
ブ
で
切
り
替
え

て
使
用
す
る
こ
と
も
同
様
で
す
。

【
そ
の
他
の
目
的
の
管
の
例
】

井
戸
水
、農
業
用
水
道
、温
泉
、雨
水

等
の
貯
留
水
・
貯
水
槽
以
降
の
配
管
等

〇
ク
ロ
ス
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
に
な
っ
て
い

る
場
合

速
や
か
に
、
町
指
定
給
水
装
置
工
事

事
業
者
へ
直
接
依
頼
し
、
水
道
管
と
そ

の
他
の
目
的
の
管
を
切
り
離
し
て
く
だ

さ
い
。

な
お
、
切
り
離
し
工
事
に
要
す
る
費

用
は
個
人
負
担
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

ク
ロ
ス
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
そ
の
ま
ま
放

置
し
た
場
合
、
大
量
の
水
道
水
が
井
戸

等
に
流
れ
込
み
、
高
額
な
水
道
料
金
が

請
求
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
速

や
か
に
対
応
を
し
て
く
だ
さ
い
。

ク
ロ
ス
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
が
発
見
さ
れ
、

場
合
に
よ
っ
て
は
、
罰
則
を
科
せ
ら
れ

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　

上
下
水
道
課
水
道
施
設
係

☎
72 

６
９
２
０

家
屋
の
確
認
調
査
を

行
っ
て
い
ま
す

と
ち
ぎ
材
の
家
づ
く
り

支
援
事
業
の
ご
案
内

中
山
間
地
域
等
直
接

支
払
交
付
金
の
状
況

ク
ロ
ス
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン

は
水
道
法
で
「
禁
止
」

さ
れ
て
い
ま
す

家
屋
を
取
得
し
た
方
へホームページ

マイナンバー

平日にマイナンバーカードを受け取れない方は、休日窓口をご利用ください。ご利用の際は必

ず事前予約をお願いします。事前予約がない場合、窓口は開設しません。

■日　程　７月24日㈰　　■時　間　午前９時～正午　　■場　所　住民生活課(本庁１階)
■問合せ　住民生活課住民年金係　☎７２－６９０８

マイナンバーカード休日交付窓口のご案内（予約者限定）

地区名 集落協定数 協定参加者数 交  付  金

伊 王 野

芦　　野

那　　須

合　計

9

6

9

24

176

52

92

320

18,070,484円

4,928,647円

21,521,170円

44,520,301円

タ
ウ
ン
ト
ピ
ッ
ク
ス

子
育
て
・

ほ
け
ん
だ
よ
り

生
涯
学
習
だ
よ
り

図
書
館
だ
よ
り

タ
ウ
ンin

fo
rm
atio
n

カ
メ
ラ
ス
ケ
ッ
チ

み
ん
な
の
広
場

カ
レ
ン
ダ
ー

無
料
相
談
会
・

消
費
の
豆
知
識


